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○
総
務
省
告
示
第
百
三
十
七
号

電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
九
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
登
録
認
定
機
関
と

し
て
登
録
し
た
一
般
社
団
法
人
タ
コ
ヤ
キ
か
ら
住
所
及
び
技
術
基
準
適
合
認
定
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地
の
変

更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

令
和
四
年
四
月
二
十
一
日

総
務
大
臣

金
子

恭
之

一

登
録
認
定
機
関
の
住
所
及
び
技
術
基
準
適
合
認
定
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地

変
更
後

変
更
前

大
阪
府
大
阪
市
西
区
北
堀
江
二
丁
目
二
番
七
号
北
堀
江

大
阪
府
大
阪
市
西
区
北
堀
江
二
丁
目
二
番
七
号
北
堀
江

ゲ
イ
ト
ビ
ル
四
階

ゲ
イ
ト
ビ
ル
十
階

二

変
更
年
月
日

令
和
四
年
四
月
十
八
日


